
農用地区域除外 標準スケジュール 

 

6 月 
案件 

12 月 
案件 

事 務 手 続 

～5 月 ～11 月 • 事前相談（随時） 

6 月 12 月 • 農用地除外申出受付（1 日から 20 日）  

7 月 

 

1 月 

 
• 農業委員会意見聴取 

8 月 2 月 • 農業振興地域整備促進協議会諮問・答申 

9 月 

 

 

3 月 

 

 

• 事前協議（県） 

• 公告縦覧（縦覧期間 30 日間） 

10 月 4 月 • 異議申立て（受付期間 15 日間） 

11 月 5 月 • 本協議（県） 

12 月 

 

 

6 月 

 

 

• 公告縦覧（縦覧期間 30 日間） 

• 計画変更 

 


